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テ
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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
問
題
の
解
決
前
進
の
た
め
の
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
。
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
給
付
に
関
す
る
制
度
（
以
下
「
救
済
制
度
」
と
い
う
。
）
は
、
医
薬
品
の
副
作
用
に

よ
る
一
定
程
度
以
上
の
健
康
被
害
（
以
下
「
副
作
用
被
害
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
定
型
的
な
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り

簡
易
迅
速
な
救
済
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
将
来
発
生
し
得
る
副
作
用
被
害
に
備
え
て
医
薬
品
製
造
業
者
等
が
共

同
で
拠
出
し
、
発
生
し
た
副
作
用
被
害
に
対
し
て
救
済
給
付
を
行
う
と
い
う
一
種
の
保
険
原
理
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
。

機
構
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
年
金
又
は
障
害
児
養
育
年
金
（
以
下
「
障
害
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
八
号
）

別
表
に
定
め
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
同
表
に
は
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
給
付
の
基
準
と

な
る
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
（
以
下
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）

の
障
害
等
級
と
同
様
の
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
眼
の
障
害
に
関
す
る
評
価
基
準
に
つ
い
て
視
力

一



を
基
本
と
す
る
こ
と
は
、
現
場
の
眼
科
医
の
間
に
定
着
し
て
お
り
、
現
時
点
で
は
客
観
的
か
つ
公
平
な
基
準
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
矯
正
後
の
両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
八
以
下
の
者
で
な
け
れ
ば
、
同
表
に
定
め
る
他
の
障
害
状

態
に
あ
る
場
合
を
除
き
、
障
害
年
金
等
を
支
給
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

救
済
制
度
は
、
機
構
法
附
則
第
一
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
一
日
以
後
に
使
用
さ
れ
た
医
薬
品
が
原
因

と
な
っ
て
同
日
以
後
に
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
疾
病
に
か
か
り
、
障
害
の
状
態
に
な
り
、
又
は
死
亡
し
た
者
に
適
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
同
日
前
に
使
用
さ
れ
た
医
薬
品
が
原
因
と
な
っ
て
疾
病
に
か
か
り
、
障
害
の
状
態
と
な
り
、
又
は
死

亡
し
た
者
に
対
し
て
救
済
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
救
済
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
困
難
で
あ
る
。

原
因
が
不
明
で
あ
っ
て
、
治
療
方
法
が
未
確
立
で
あ
り
、
か
つ
、
後
遺
症
を
残
す
お
そ
れ
が
少
な
く
な
い
疾
患
の
う
ち
、

希
少
性
等
を
有
す
る
た
め
に
全
国
規
模
で
研
究
を
行
わ
な
け
れ
ば
原
因
の
究
明
及
び
治
療
方
法
の
確
立
が
進
ま
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
特
定
疾
患
対
策
研
究
事
業
と
し
て
病
因
、
病
態
等
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
疾
患
対
策
研
究
事
業

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
疾
患
の
う
ち
、
診
断
基
準
が
一
応
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
難
治
度
及
び
重
症
度
が
高
く
、
か
つ
、

患
者
数
が
少
な
い
た
め
、
医
療
費
に
つ
い
て
一
定
の
公
費
負
担
を
行
わ
な
い
と
原
因
の
究
明
、
治
療
方
法
の
開
発
等
に
困
難

を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
に
お
い
て
医
療
保
険
給
付
等
に
係
る
自
己
負
担
分
の

二



全
部
又
は
一
部
を
公
費
に
よ
り
負
担
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
の
対
象
疾
患
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
学
識

経
験
者
か
ら
成
る
特
定
疾
患
対
策
懇
談
会
に
お
い
て
定
期
的
に
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
そ
の
意
見
に
基
づ
い
て
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。
平
成
十
三
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
特
定
疾
患
対
策
懇
談
会
に
お
い
て
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン

ソ
ン
症
候
群
は
薬
剤
等
の
外
来
物
質
等
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
こ
れ
ら
の
原
因
物

質
等
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
治
癒
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
意
見
等
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省

に
お
い
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
を
こ
れ
ら
の
事
業
の
対
象
疾
患
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

た
結
果
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
は
こ
れ
ら
の
事
業
の
対
象
疾
患
と
し
て
適
当
で
は
な
い
と
判
断
し
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
患
者
が
救
済
制
度
又
は
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
適
用
対
象
と
な

ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
障
害
基
礎
年
金
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
基
づ
く
保
護
等
の

支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
患
者
の
う
ち
、
視
力
の
著
し
い
低
下
等
に
よ
り
身
体
障
害
者
福
祉
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
視
覚
機
能
の
障
害
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
基
づ
き
、

三



そ
の
障
害
の
程
度
等
に
応
じ
、
市
町
村
か
ら
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
、
盲
人
安
全
つ
え
等
の
補
装
具
の
給
付
、
更
生
医
療

の
給
付
と
し
て
の
角
膜
移
植
の
実
施
等
の
各
種
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き

続
き
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
患
者
を
始
め
視
覚
機
能
に
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
保
健
福
祉
施
策
の

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
施
策
の
一
層
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

さ
ら
に
、
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
再
生
医
療
等
研
究
事
業
に
お
い
て
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ

ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
等
の
難
治
性
角
膜
疾
患
に
対
し
て
羊
膜
移
植
が
有
効
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
羊
膜
培
養
法
等
の
研
究
及

び
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
等
の
薬
物
有
害
反
応
を
未
然
に
回
避
す
る
た
め
に
有
効
な
方
法
を
確
立
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
研
究
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
が
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症

候
群
の
予
防
及
び
治
療
に
い
か
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
着
実
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
に
係
る

対
策
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
医
薬
品
等
の
安
全
性
に
係
る
情
報
の
評
価
を
行
う
場
合
に
は
、
医
薬
品
等
健
康
危
機
管
理
実
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施
要
領
（
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
厚
生
省
薬
務
局
長
決
定
）
に
基
づ
き
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と

し
て
お
り
、
同
審
議
会
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
随
時
医
薬
品
製
造
業
者
等
に
対
し
て
医
薬
品
等
の
使
用
上
の
注
意
の
改
訂
等

を
行
う
よ
う
指
導
し
て
い
る
。
ま
た
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
に
基
づ

き
、
医
薬
品
製
造
業
者
等
に
対
し
て
、
医
薬
品
等
の
副
作
用
情
報
を
医
薬
関
係
者
等
に
迅
速
か
つ
的
確
に
提
供
す
る
よ
う
指

導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
等
の
患
者
と
医
薬
品
製
造
業
者
等
と
の
直
接
の
面
談
等
の
実
施
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
に
両
者
の
間
で
話
し
合
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
等
の
患
者
の
要
望
を
伺
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
適
切
に
対
応
し
て

ま
い
り
た
い
。

五


